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研究要旨 

アドバンス・ケア・プランニング(以下 ACP)は多職種が関わることで、患者の価値観やゴールに沿っ
た医療・ケアを提供することを目標とするが、以前の厚生労働省の意識調査結果では、医師、看護
師、介護支援専門員の各職種で ACP の実施率が低いことが示されていた。この問題を踏まえ、ACP の
普及に向けた効果的な方法を模索するため、最新の厚生労働省の意識調査結果を基に ACP の認識およ
び実施状況と各職種の属性との関連について、研究 1 では医師に着目し、研究 2 では看護師、介護支
援専門員に着目し分析した。 

研究 1 の結果は、医師対象アンケートの有効回答率は 28.0%であり、ACP の推進に賛成と回答した
医師が多い一方で、ACP を実施している医師の割合は 63.5%と低く、2017 年の前回調査と比較する
と ACP を十分行っている医師は減少していた (18.2%)。ただし、医師票回収率が前回調査の 23.1%
よりも今回 32.5%と上昇していることによる影響が考えられ単純比較はできない。ACP の認識および
実施と医師の診療科、性別、勤務施設には有意な関連がみられ、実務経験年数との関連は認めなかっ
た。診療所医師では ACP の認知度、ACP 推進や医療者介入への賛同、ACP の実施いずれにおいても
有意に低い結果であり、ACP を知っていても実施が少なかった。 

研究 2 の結果は、有効回答率は看護師 38.2%、介護支援専門員 53.8%と前回調査よりも上昇してお
り単純比較はできないが、ACP を十分行っているものは 2 職種とも減少した。一応行っていると回答
したものと合わせると介護支援専門員では 56.0%から 70.9%へと上昇していた。ACP の認識に関して
は、看護師は男性や診療所、介護施設勤務者で低く、介護支援専門員では男性で低かった。また ACP
の実施に関しては、看護師は診療所勤務者で少なく、介護施設や訪問看護ステーション勤務者では多
かった。介護支援専門員ではいずれの属性でも差は認めなかった。また、介護施設、訪問看護ステー
ション、居宅介護支援事業所の勤務者では、看護師、介護支援専門員ともに ACP の実施率が認知度
を上回っていた。 

これらの結果より、かかりつけ医の役割が期待される診療所に勤務する医師・看護師に対し、認知
度向上や ACP の実施をサポートするマテリアルの提供などのアプローチが、今後 ACP を普及するう
えで有効である可能性がある。また、看護師や介護支援専門員においては、ACP の知識が不十分なま
まに人生の最終段階の医療・ケアについての話し合いが行われている可能性が示唆されており、高齢
者の医療・介護を担う人材に対する ACP の十分な教育機会が望まれる。 
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Ａ．研究目的 
アドバンス・ケア・プランニング (以下 ACP)

は、患者の価値観やゴールに沿った医療・ケアを
受けられることを目標とし 1、多職種の医療・ケ
ア従事者 (医師、看護師、訪問看護師、メディカ
ルソーシャルワーカー、介護支援専門員等)が本
人や家族とともに話し合うことで実践されるもの
である。2 しかし、前回平成 29 年に厚生労働省
が実施した、人生の最終段階における医療・ケア
に関する意識調査結果を用いた研究では、医師、
看護師、介護職員いずれにおいても人生の最終段
階の話し合いの実施割合は低いことが報告されて
いる 3。 

医師は、ACP における個々の価値観を解釈し
具体的な医療・ケアについて話し合うプロセスに
おいて重要な役割を担っている 3。しかし、平成
29 年の調査では人生の最終段階における医療・
ケアについての話し合いを適切に行っている医師
は 27.8%と依然少ないことが報告されている 3。
医師の属性と ACP の関連についての先行研究で
は、性別や年齢、ACP の経験、人生の最終段階
の患者を診療する頻度が ACP の知識や実施と有
意に関連し、医学教育を受けた国は関連がないと
報告されており 3–7、実務年数や勤務場所、教育
レベルと ACP との関連については結果が一定し
ていない。3,4,6–8 また、先行研究の多くは対象者
が少なく、背景にもばらつきがあるため、医師の
属性と ACP の関連については明らかではない。
医師の属性と ACP の認識および実施状況との関
連が明らかとなれば、今後本邦で ACP を広める
ために効果的なアプローチ方法や対象を検討する
うえで有用となる。そのため研究 1 では、医師の
属性と ACP の認識および実施状況の関連を明ら
かとすることを目的とした。 

また、前述のように ACP の実施において医師
は重要な役割を担う一方で多職種が関わるべきも
のであり、看護師、介護支援専門員についても同
様の解析を行うことで、今後の ACP の普及へ向

けて多方面からより効果的なアプローチが可能と
なると考え、研究 2 では看護師、介護支援専門員
の属性と ACP の認識および実施状況の関連を明
らかにすることを目的とした。 
 
Ｂ．研究方法 

本研究は、令和 4 年度厚生労働省実施の「人生
の最終段階における医療・ケアに関する意識調
査」の結果を用いた横断研究である。 
 
(i) 調査対象者 
【研究 1】 

無作為抽出された病院および診療所に勤務する
医師 4500 人（1 病院につき 2 名（うち 1 名は、
人生の最終段階における医療・ケアに特に携わっ
ていると考えられるものを回答者とするように依
頼）、1 診療所につき 1 名）であり、回答が得ら
れたのは 1462 人であった(回収率 32.5%)。 
 
【研究 2】 

無作為抽出された医療介護施設に勤務する看護
師 5500 名（1 病院につき 2 名（うち 1 名は、人
生の最終段階における医療・ケアに特に携わって
いると考えられるものを回答者とするように依
頼）、他 1 施設につき 1 名：病院 1500 施設、診
療所 1500 施設、訪問看護師ステーション 500 施
設、介護老人福祉施設・介護老人保健施設 500 施
設）および介護支援専門員 3000 名（1 施設につ
き 1 名：介護老人福祉施設・介護老人保健施設
700 施設、居宅介護支援事業所 2300 施設）であ
る。回答が得られたのは看護師 2347 名（回収率
42.8%）、介護支援専門員 1752 名（回収率
58.4%）であった。 
 
(ii) 分析対象の設問および回答の用語定義 
1) ACP の認識 

本研究では ACP の認識を問う設問として、認
知度：「あなたは人生会議（アドバンス・ケア・
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プランニング＜ACP＞）について、これまで知っ
ていましたか。」、推進：「あなたは、人生会議を
進めることについて、どう思いますか。」、医療・
介護従事者の介入：「あなたは、上記解説の人生
会議（アドバンス・ケア・プランニング＜ACP
＞）に医療・介護従事者が介入することについて
どう思いますか（脚注：同頁内に ACP の解説あ
り）」の 3 つの設問を用いて解析した。 

ACP の認知度については、「よく知っている」
を“よく知っている”、「聞いたことはあるがよく
知らない」「知らない」を“よく知らない”と定義
した。ACP の推進については「賛成」を“賛
成”、「反対」「わからない」を“賛成ではない”、
ACP への医療・介護従事者の介入については
「必要」を“必要”、「不要」「わからない」を“必
要ではない”として解析した。ACP の認知度につ
いては、「よく知っている」を“よく知ってい
る”、「聞いたことはあるがよく知らない」「知ら
ない」を“よく知らない”と定義した。 
 
2) ACP の実施 

ACP の実施については「あなたは、担当され
る患者・利用者本人と人生の最終段階の医療・ケ
アについて、十分な話し合いを行っていると思い
ますか。」という設問を用い、「十分行っている」
「一応行っている」と回答した者を“ACP を実施
している”、「ほとんど行っていない」「人生の最
終段階の患者・利用者本人に関わっていない」と
回答した者を“ACP を実施していない”として解
析を行った。 

また研究 2 では、ACP を「十分行っている」
「一応行っている」と回答した人における、話し
合いの内容と話し合いのタイミングについて
（「どのような内容を話し合っていますか。」、「あ
なたは患者・利用者本人やその家族等と人生の最
終段階の医療・ケアについての話し合いをいつ行
っていますか。」）、ACP を「ほとんど行っていな
い」と回答した人における、話し合いを行ってい

ない理由（「ほとんど行っていない理由は何です
か。」）の結果について単純集計を行った。 
 

研究 1、2 ともに、統計解析には Stata MP 15.1
を用い、群間比較は二変量解析では χ2 検定また
は Fisher 正確確率検定、多変量解析ではロジス
ティック回帰分析を行った。両側検定、有意水準
は p<0.05 とした。 

なお、本研究は厚生労働省が実施したアンケー
ト調査の 2 次データを利用したものであり、アン
ケート調査内容には要配慮個人情報を含まず、厚
生労働省から結果データを受け取る時点ですでに
連結不可能匿名化データとして提供された。ま
た、本研究は筑波大学医学医療系医の倫理委員会
にて倫理審査を受け承認を得て実施した。 
 
Ｃ．研究結果 
【研究 1】 

回答数 1462 人のうち、本研究における解析対
象データの欠損がある 202 人を除外し、最終的に
解析対象となったのは 1260 人(有効回答率
28.0%)であった。 

解析対象者の属性を表 1-1 に示す。男性が
84.3%と本邦における医師の男女比よりやや男性
が多く、また実務経験年数は 31 年以上の医師が
50.7%であった。診療科(複数選択可)では内科が
45.8%、また勤務施設では病院勤務の医師が
57.2%であった。ACP の認知度は 46.4%という
結果であったが、ACP を進めることについては
77.0%の医師が賛成と答えた。一方で ACP を十
分行っている医師は 18.2%、一応行っていると回
答した医師と併せても ACP を実施している医師
は 63.5%という結果であった。 

 
1) ACP の認識と医師の属性 

ACP の認識と医師の属性の関連について表 1-2
に示す。 
(i) ACP の認知度 
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ACP をよく知っている、と回答した医師は内
科、総合診療科、緩和ケア科、外科の医師で有意
に多く、診療所医師および介護施設勤務医で少な
かった。性別や実務経験年数による差はみられな
かった。 
(ii) ACP 推進への賛同 

ACP を進めることに賛成である、と回答した
医師は、内科で多く、男性医師や診療所医師で少
なかった。実務経験年数による差はみられなかっ
た。 
(iii) ACP への医療・介護従事者介入 

ACP に医療・介護従事者の介入が必要である
と回答した医師は、緩和ケア科の医師で多く、男
性医師や診療所医師で少なかった。実務経験年数
による差はみられなかった。 
 
2) ACP の実施と医師の属性 

ACP の実施と医師の属性の関連について表 1-3
に示す。ACP を行っていると回答した医師は、
男性医師、内科、総合診療科、緩和ケア科、外科
の医師で多く、その他診療科や診療所医師では少
なかった。実務経験年数による差は認めなかっ
た。 
 
3) 感度分析 

ACP の実施と属性の関連について、人生の最
終段階の患者と関わっていないと回答した医師を
除外した感度分析①、それに加えて内科または総
合診療科と回答した医師のみで検討した感度分析
②を施行した。感度分析①、②いずれにおいて
も、ACP の実施は診療所勤務医師で有意に少な
かった。 

また、ACP を知っているか否かと他の回答結
果との間に有意な関連を認めたため、ACP を知
らないと回答した医師を除外した感度分析③を行
った。対象者数が減少するため主解析と同一の説
明変数を用いた多変量解析は行うことができず、
感度分析③については、二変量解析のみ実施し

た。ACP を知っている医師のみでの解析でも、
診療所医師では ACP の実施が少なく、男性では
ACP への医療者介入に賛同と回答した医師が有
意に少なかった。 
 
【研究 2】 

看護師の回答数 2347 人のうち、本研究におけ
る解析対象データの欠損がある 245 人を除外し、
最終的に解析対象となったのは 2102 人(有効回答
率 38.2%)であった。また介護支援専門員も同様
に、回答数 1752 人のうち 138 人を除外し、解析
対象は 1614 人（有効回答率 53.8%）であった。 

 
解析対象者の属性を表 2-1 に示す。看護師、介

護支援員ともに男性の比率が低く（9.4%、
30.7%）、実務経験年数は看護師では 16-30 年が
51.7%を占めるのに対し介護支援専門員は 1-15
年と経験年数の少ない職員が 58.4%であった。
ACP の認知度は看護師 46.3%、介護支援専門員
47.5%という結果であったが、ACP を進めること
については各々87.2%、82.6%が賛成と答え、医
療・介護従事者の介入についても各々87.2%、
82.6%が必要であると回答した。また、ACP を実
施しているもの（十分行っている・一応行ってい
る）は各々56.8%、70.9%といずれも ACP の認
知度を上回った。 

ACP の認識と実施との関連について表 2-2 に
示す。看護師、介護支援専門員ともに ACP を知
っているほど実施している人は有意に多い結果で
あった。一方、ACP を知らない人のうち、ACP
を実施していると回答した人は看護師全体では
41.4%、介護施設勤務の看護師では 77.7%、介護
支援専門員では 65.0%であった。 

 
1) ACP の認識 

ACP の認識と看護師、介護支援専門員の属性
の関連を表 2-3 に示す。 
(i) ACP の認知度 
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ACP の認知度は、看護師では男性、診療所や介
護施設の勤務者で低く(オッズ比(OR) 0.52 [95%
信頼区間(CI) 0.38-0.72], 0.12 [0.87-0.16], 0.33 
[0.25-0.44])、実務経験年数が多い人で高かった
(実務経験年数 16～30 年 OR 1.57 [95%CI 1.20-
2.05], 31 年以上 1.73 [1.29-2.30])。介護支援専
門員では、男性、介護施設勤務者で認知度が有意
に低かった(OR 0.69 [95%CI 0.55-0.86], 0.19 
[0.05-0.73])。 
 
(ii) ACP 推進への賛同 

看護師では、男性や診療所勤務者で ACP の推
進に対する賛同が低く(OR 0.45 [95%CI 0.31-
0.67], 0.29 [0.21-0.39])、実務経験年数では差は
なかった。介護支援専門員では、男性で賛同が低
く(OR 0.65 [95%CI 0.50-0.85])、実務経験年数
や勤務施設では差はなかった。 
 
(iii) ACP への医療・介護従事者介入 

看護師では男性、診療所や介護施設に勤務する
者で医療・介護従事者の介入が必要と回答したも
のが少なく(OR 0.41 [95%CI 0.27-0.63], 
0.23[0.16-0.32], 0.62[0.39-0.99])、実務経験年数
では差はなかった。介護支援専門員では、男性で
医療・介護従事者の介入が必要と回答する者が少
なく(OR 0.40 [95%CI 0.30-0.55])、実務経験年
数や勤務施設での差はなかった。 
 
2) ACP の実施 

ACP の実施と属性の関連について表 2-3 に示
す。ACP を行っていると回答した人は、看護師
では診療所勤務者で少なく(OR 0.14[95%CI 
0.11-0.18])、介護施設や訪問看護ステーション勤
務者で多く(OR 2.43 [95%CI 1.75-3.38], 3.30 
[2.32-4.71])、性別や実務経験年数では差がなか
った。介護支援専門員では、いずれの属性に関し
ても有意差は認めなかった。 
 話し合いの内容については、「人生の最終段階

の病状や医療・ケアの内容や意向」が最も多く
（看護師 95.1%, 介護支援員 77.9%）、「患者・利
用者本人の価値観や目標」について話し合ってい
る人は看護師 45.8%、介護支援専門員 45.1%であ
った（図 2-1）。 
 話し合いのタイミングについては、「病気の進
行に伴い、死が近づいているとき」が最も多く
（看護師 77.2%、介護支援専門員 69.3%）、「人生
の最終段階に限ることなく、日々の診察の中で話
し合っている」と回答したのは看護師 19.8%、介
護支援専門員 15.5%であった（図 2-2）。自由記
載では、入院時（看護師 n=25）や入所時（看護
師 n=11、介護支援専門員 n=21）のほか、経口
摂取低下などの状態悪化時（看護師 n=8、介護支
援専門員 n=7）といった、病気の進行だけに限ら
ない全身状態の低下を挙げた意見もみられた。 
 また、話し合いを行っていない理由としては、
「人生の最終段階を迎える患者・利用者本人と関
わる機会が少ないため」が最も多かったが（看護
師 47.2%、介護支援専門員 40.6%）、その他とし
た回答も多かった（看護師 17.1%、介護支援専門
員 12.9%）（図 3）。自由記載欄には、認知症など
の本人の理解力の不足（看護師 n=14、介護支援
専門員 n=11）、のほか、医師の協力や理解の不足
（看護師 n=13）、施設として実施する体制がない
（看護師 n=8）といった意見が挙がった。また、
看取りをおこなっていないから（看護師 n=4、介
護支援専門員 n=2）、外来やクリニックであるか
ら（看護師 n=6）といった意見もみられた。ま
た、介護支援専門員では、本人・家族が必要と感
じていない・人生の最終段階であることを受け入
れられていない(n=10)という意見や、医療職な
どの他職種が行っている(n=11)という意見もあ
り、なかには介護支援専門員の行うべき業務では
ないという意見(n=5)も含まれていた。また、話
を切り出すことに抵抗を感じると回答した介護支
援専門員の自由記載欄には、本人・家族がまだ先
のことと感じている(n=2)、急かしたくない
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(n=1)、余計なことを言うと主治医に失礼(n=1)
といった意見も挙がった。 
 
3) 感度分析 

ACP の実施と属性の関連について、人生の最
終段階の患者と関わっていないと回答した人を除
外した感度分析を施行した。看護師における
ACP の認知度と実務経験年数の関連のみ消失し
たが、他の結果については前述の主解析の結果と
同様の結果が得られた。 
 
Ｄ．考察 
【研究 1】 
 医師の属性と ACP の認識および実施との関連
について検討を行った。ACP の認識および実施
と医師の属性では、性別、診療科、診療所勤務と
の間に有意な関連がみられ、実務年数との間には
有意な関連は認めなかった。 

ACP を進めることについては 77.0%と多くの
医師が賛成と答えた一方で、ACP を十分行って
いる医師は 18.2%と平成 29 年調査時の 27.3%よ
りも減少していた。医師票回収率が平成 29 年調
査時の 23.1%と比較して 32.5%へ上昇しているた
め単純比較はできないが、ACP の実施が増加し
ているとは言い難い結果であると考えられる。 
 
1) ACP の認識と医師の属性 
(i) ACP の認知度 

内科や総合診療科、緩和ケア科、外科の医師
は、その他の診療科と比較して人生の最終段階の
患者と関わる機会が多いため、ACP の認知度の
高さに繋がっていると考えられた。また診療所に
勤務する医師では ACP の認知度が有意に低い結
果であった。病院勤務医では緩和ケア研修などに
より ACP についての知識を得る機会があるが、
診療所医師では研修等による教育機会が少ない可
能性があり、認知度の低さに影響していると考え
られる。 

(ii) ACP の推進 
内科医では ACP の推進に対する賛同が多く、

人生の最終段階の患者の診療を担う機会が多いた
めと考えられる。男性では、認知度には性差がな
いものの ACP 推進への賛同は少ないという結果
であり、この理由は明らかではない。また、診療
所医師は ACP の推進に賛同すると回答した医師
が有意に少ないものの、非賛同者のほとんどは
「分からない」と回答しており、ACP の知識が
不足していることが影響した結果と考える。 
 
(iii) ACP への医療・介護従事者の介入 

緩和ケア医では医療・介護従事者の介入が必要
という回答が多く、これは緩和ケア科が人生の最
終段階の患者を専門領域とした診療科であるが故
と考えられる。また、男性医師では医療者介入が
必要という回答が有意に少なく、男性医師は
ACP に積極的でないという報告とも一致する結
果である 5。しかし性差が生じている理由は明ら
かではない。勤務場所に性差があり結果に影響し
ている可能性も考慮したが、性別と勤務場所に有
意な関連は認めなかった。診療所医師で医療・介
護従事者の介入が必要であるという回答が少なか
ったのは、推進への非賛同が多かったことと同様
に、ACP の知識不足が一因と考えられる。 
 
2) ACP の実施と医師の属性 

内科や総合診療科、緩和ケア科、外科の医師で
は ACP の実施が有意に多い結果であった。これ
らの診療科は、その他の診療科と比較すると人生
の最終段階の患者を診療する機会が多いためと考
えられる。 

男性は ACP の実施が有意に多い結果であった
が、これは男性で ACP の推進への賛同や医療者
介入が必要と回答した医師が少なく、ACP に対
して積極的ではない結果であったことと矛盾す
る。先行研究でも、男性医師の方が ACP の実施
が少なかったと報告されており本研究の結果とは
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一致しない 5。ACP の認識および実施における性
差の理由は明らかではなく、今後さらなる検討が
必要である。 

診療所医師では ACP の実施が有意に少ない結
果であり、ACP の認識についての結果とも矛盾
しない。診療所勤務医では、人生の最終段階の患
者と関わっていない医師や、関わることの少ない
診療科の医師がより多く含まれている可能性を考
え、感度分析として「人生の最終段階の患者と関
わっていない」と返答したものを除いた感度分析
①、感度分析①の対象者からさらに内科や総合診
療科と回答した医師のみに限定して検討した感度
分析②を行った。しかし、2 つの感度分析いずれ
においても、やはり診療所医師で ACP の実施が
有意に少ない結果であった。さらに、ACP を知
らない医師を除外した感度分析③では、ACP を
知ってはいても診療所医師は実施が有意に少ない
結果であった。病院では、入院時や手術時など
ACP を実施するきっかけとなる出来事が多いも
のの、診療所ではなかなか ACP を実施する機会
がないことが一因として考えられる。 

 
【研究 2】 
 看護師および介護支援専門員の属性と ACP の
認識および実施との関連について検討を行った。
ACP の認識は 2 職種とも男性で有意に低く、ま
た看護師では診療所勤務者で ACP の認識・実施
いずれも低かった。 

平成 29 年の前回調査 3 と令和 4 年の本調査を
比較すると、ACP を十分行っている人は、看護
師で 17.8%→7.2%、介護支援専門員で
18.6%→8.7%となった。また、一応行っていると
回答した人を合わせると、看護師で
62.2%→56.8%、介護支援専門員で
56.0%→70.9%という結果であった。アンケート
回収率は看護師、介護支援専門員ともに大幅に上
昇しているため（30.9%→42.7%, 
37.6%→58.4%）単純比較することはできない

が、介護支援員で一応行っていると回答した人が
増加しているものの、まだ ACP が十分に普及し
たとは言い難い現状である。 
 
2) ACP の認識 

ACP の認識では、3 項目いずれについても看護
師、介護支援専門員ともに男性で有意に低い結果
だった。これは前述の医師の属性との関連でも同
様の結果であり 4、先行研究でも男性医師は ACP
に積極的でないという報告がある 5。3 職種すべ
てにおいて一致した結果ではあるが、性差が生じ
ている理由は明らかではない。 

また看護師では診療所勤務者で ACP の認知度
や推進・医療者介入への賛同のいずれも有意に低
い結果であった。しかし ACP の推進や医療者介
入に対する賛同については、必要と回答しなかっ
た人のほとんどが「わからない」との回答であ
り、ACP の知識不足によるものであると考えら
れる。これは医師について検討した先の研究でも
同様の結果であった 4。 

一方、介護支援専門員では介護施設勤務者で認
知度が有意に低いものの、他の 2 項目では勤務施
設による差はみられなかった。これは介護支援専
門員が、ACP の詳細な知識がなくとも ACP の必
要性を感じやすい立場にあることを反映している
のではないかと考える。 
 
2) ACP の実施 

看護師では介護施設勤務者で認知度が低い一方
で実施は有意に多いという結果であり、また看護
師・介護支援専門員ともに全体では ACP の認知
度を実施率が上回る結果となった。“アドバン
ス・ケア・プランニング”という用語についての
知識は不十分であったとしても、“人生の最終段
階の医療・ケアについての十分な話し合い”は行
っている、と回答する人が少なからずいることは
医師調査の結果でもみられていたが、この傾向は
介護施設に勤務する看護師および介護支援専門員
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で特に顕著であった。しかし ACP を実施してい
ると回答した人のうち、「患者・利用者本人の価
値観や目標」について話し合っている人は看護
師、介護支援専門員とも半数に満たず、ACP に
おける重要な要素である、本人の価値観を尊重し
た話し合いになっていない可能性も考えられ、今
後 ACP に関するさらなる教育機会が望まれる。 

また、看護師では診療所勤務者で ACP の実施
が有意に少なく、これは医師と同様の結果である
4。ACP 実施のタイミングについては、看護師・
介護支援専門員ともに、自由記載で入院時や入所
時という回答が多くみられており、こうしたきっ
かけが少ないことが診療所での実施の少なさと関
連していると考えられる。 

ACP を実施していない理由についての自由記
載欄には、看護師では医師の協力や理解の不足、
介護支援専門員では医療職が行うべき、という意
見が複数みられた。多職種で担うべきとされてい
る ACP だが、実際には医師による主導がないと
実践し難い現状が伺われた。「人生の最終段階に
おける医療・ケアの決定プロセスに関するガイド
ライン 解説編」10 では、ACP を担う医療・ケア
チームについて、一般的には担当の医師と看護師
及びそれ以外の医療・介護従事者が基本となる
が、本人の状態や背景に応じて、ソーシャルワー
カーや介護支援専門員、介護福祉士、その他の関
係者が加わることも想定されることや、医療ケア
チームにおいて医師の考えを追認するだけでな
く、それぞれの専門家として貢献することが認め
られるようになってきた現実を重視すべきと明記
されている。しかし、これらの点についてまだ十
分に理解されていない可能性があり、ACP につ
いての知識の普及および多職種へのアプローチが
望まれる。 
 

【総合考察】 
本邦において、診療所は地域におけるかかりつ

け医として長期にわたって患者の健康状態や家族

状況、地域の医療・介護体制について精通してお
り、ACP の中心的役割を担うことが期待されて
いる 2。しかし、本研究の結果からは、診療所の
医師・看護師ともに ACP についての認識や実施
が十分ではないことが示された。 

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プ
ロセスに関するガイドライン 解説編」9 におい
て、ACP は担当の医師と看護師及びそれ以外の
医療・介護従事者が担うことが基本とされてい
る。また、人生の最終段階とされる状態につい
て、がんの末期のように予後が予測出来る場合だ
けでなく、慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不
良に陥る場合、脳血管疾患の後遺症や老衰など数
ヶ月から数年にかけ死を迎える場合など多様であ
ることが述べられ、どのような状態が人生の最終
段階かは、本人の状態を踏まえた医療・ケアチー
ムの判断によるべきとされている。入院を要さず
とも人生の最終段階に至る患者も想定され、担当
している患者が人生の最終段階にあるかを判断し
ACP を実施することが、かかりつけ医の役割を
担う診療所医師にも期待される。 

今後 ACP を普及するうえで、地域におけるか
かりつけ医の役割が期待される診療所の医療従事
者に対し、認知度向上および、平時の診療でも
ACP を実施しやすくするための資料等の提供な
どのアプローチが有効な可能性がある。 

また、介護施設など人生の最終段階における医
療・ケアの話し合いが多く行われている施設であ
っても、ACP の知識は不十分である可能性が示
唆されており、多職種で担うべきであるという
ACP の在り方を含めた ACP の知識の普及も望ま
れる。 
 
E：本研究の限界 

本研究の限界として、以下の点が挙げられる。
アンケート調査対象は無作為抽出で行われている
が、有効回答率は医師 28.0%、看護師 38.2%、介
護支援専門員 53.8%であり、自己選択バイアスが
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生じている可能性がある。回答者は未回答者より
も ACP に対して肯定的であることが考えられ、
本研究の結果を一般化するには注意が必要であ
る。 

また、本研究で用いたアンケートの設問では、
「本人と話し合いを実施している」、という定義
を用いていたため、認知機能低下などで本人に話
し合う十分な能力がなく、医師が家族と話し合い
を実施しているようなケースが除外されてしまっ
ている可能性がある。アンケート設問には、注釈
として「患者・利用者本人の意思が確認できない
場合は、患者・利用者本人の意思に基づいて家族
等と十分な話し合いを行っていると思います
か。」という記載があるものの、実回答では担当
患者の多くが話し合いをできる状態ではないこと
や、家族と話し合いを実施していることを理由と
して、話し合いを行っていないとした回答も複数
みられた。 

さらに、ACP の定義についてはアンケート本
文内に記載はあるが、実践されている内容の詳細
を問う設問はないため、急変時の蘇生コードの確
認のみなど、ACP の内容が不十分な医師も含ま
れている可能性がある。 

また研究 1 においては、病院勤務の医師および
看護師では 1 病院 2 名の調査対象者のうち、1 名
は人生の最終段階における医療・ケアに特に携わ
っていると考えられるものを回答者とするように
依頼されていたため、病院勤務の医師・看護師全
体よりも ACP の認識や実施が多かった可能性が
ある。本研究の結果では診療所の医師・看護師は
ACP の認識や実施が少ないという結果であった
が、病院勤務の調査対象者における選択バイアス
の影響が考えられる。しかし、医師については本
邦では一般診療所 102,612 施設 10 に対し診療所従
事医師が 107,226 人 11 と、医師 1 名の診療所が多
いため、病院勤務医と同様に人生の最終段階にお
ける医療・ケアに特に携わっていると考えられる
ものを回答者とするように指定したとしても回答

者はほぼ同一となると考えられる。診療所では
ACP について知っている医師が少ないという結
果は変わらず、やはり診療所に対する ACP の普
及が望まれる。 

また医師の属性については、診療科は複数選択
可となっている設問であったため、診療所勤務の
内科または総合診療科の医師においても、外科や
小児科、皮膚科、整形外科などの他診療科を併せ
て選択している医師も含まれていた。内科・総合
診療科を主診療内容としていない医師のなかに
は、同一患者における継続的な内科診療を行って
いない者もいる可能性があり、こうした医師では
人生の最終段階における医療・ケアについて話し
合いを行うべき立場とは言い切れない。 
 
Ｆ．結論 

診療所勤務の医師および看護師では ACP の認
知度が低く、ACP の実施も有意に少なかった。
今後 ACP を普及するうえで、地域におけるかか
りつけ医の役割が期待される診療所の医師・看護
師に対し、認知度向上および、平時の診療で
ACP を実施しやすくするためのマテリアルの提
供などのアプローチが有効な可能性がある。 

また、看護師や介護支援専門員において、ACP
の知識が不足したままに話し合いが行われている
可能性があり、多職種への ACP の十分な教育機
会が望まれる。 
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【研究 1】 
<表 1-1：対象者属性> 

 
 
<表 1-2：アドバンス・ケア・プランニング (ACP)の認識と医師の属性との関連> 
i) ACP についてよく知っている     
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ii) ACP を進めることに賛成 

 
 
iii) ACP への医療・介護従事者の介入が必要 

  

ACP: アドバンス・ケア・プランニング、OR: オッズ比、CI: 信頼区間 
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<表 1-3：アドバンス・ケア・プランニング (ACP)の実施と医師の属性との関連> 

 
ACP: アドバンス・ケア・プランニング、OR: オッズ比、CI: 信頼区間  
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【研究 2】 
<表 2-1：対象者属性> 

 
ACP:アドバンス・ケア・プランニング、NA: Not applicable 

 
<表 2-2 アドバンス・ケア・プランニング (ACP)の認識と実施の関連> 
i) 看護師 

 
ii) 看護師 介護施設勤務の人のみ 

 
iii) 介護支援専門員 

 
ACP:アドバンス・ケア・プランニング 
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<表 2-3 アドバンス・ケア・プランニング (ACP)の認識> 
i) ACP についてよく知っている    

 
 
 ii) ACP を進めることに賛成 
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iii) ACP への医療・介護従事者の介入が必要 

 
ACP:アドバンス・ケア・プランニング、OR: オッズ比、CI: 信頼区間、NA: Not applicable 
 
 
<表 2-4 アドバンス・ケア・プランニング (ACP)の実施> 

 
ACP:アドバンス・ケア・プランニング、OR: オッズ比、CI: 信頼区間、NA: Not applicable 
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<図 2-1 アドバンス・ケア・プランニング における話し合いの内容> 

 

<図 2-2 話し合いのタイミング> 

 

<図 2-3 話し合いを行っていない理由> 
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